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不動産の活用方法
P9．不動産の活用時に使える制度

エンディングノート
P11． 私の家系図
　　 もしものときの連絡先
P13．私の住まいについて
P15．住まいをどうしたいですか？
P16．決めておきたいこと



●空き家問題●

空き家が適切に管理されず長期間放置されると、老朽化が進み、地域の「問題」を引き起こす原因とな
ります。「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環
境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理する責務が定められています。

指導を受けて改善されない場合、固定資産税の住宅用地の特例から除
外されます。その土地の固定資産税が、おおよそ３～４倍に増加する可
能性があります。

命令に違反した場合、50万円以下の過料が科せられることがあります。





●空き家の相続問題●







３　　登記に関する申請書の様式について

法務局のホームページに掲載されています。 詳しくはウェブで確認してください。

法務局 申請書





岡崎市役所住環境政策課
電話：（0564）23-6024
E-mail：jukankyo＠city.okazaki.lg.jp
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●エンディングノート●
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